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　自動車税・軽自動車税の「環境性能割」は、自動車の取
得時に燃費性能などに応じて課税される仕組みでしたが、
米国の関税措置が国内の自動車産業に及ぼす影響を緩和す
ることや、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減・
簡素化する観点から、今年3月末をもって廃止されました。

　ワンポイント　「環境性能割」の廃止

	日	 月	 火	 水	 木	 金	 土
	・	 ・	 ・	 1	 2	 3	 4	
	5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	
12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	
19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	
26	 27	 28	 29	 30	 31	 ・

2026（令和 8 年）　文月 − JULY −
20 日・海の日7 月

ゆり

国　税 6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税 納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月分）の納付�
� 7月10日
国　税 所得税予定納税額の減額承認申請� 7月15日
国　税 所得税予定納税額第1期分の納付
� 7月31日
国　税� 5月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）、�

11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税� 8月、11月、2月決算法人の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 7月31日
地方税 固定資産税（都市計画税）第2期分の納付�
� 市町村の条例で定める日
労　務 社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務� 労働保険料　（概算・確定）申告書の提出、�

納付（全期・第1期分）� 7月10日
労　務 障害者・高齢者雇用状況報告� 7月15日
労　務 労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

7月 の 税 務 と 労 務
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　Ⅰ　特定生産性向上設備等投資促進税制

⑴　制度の概要
　この制度は、「強い経済」を実現するため、企業が

大胆な設備投資を行い、新たな付加価値の創出と生産

性向上によって賃上げにつなげるために創設されまし

た。

　具体的には、産業競争力強化法の改正を前提に、青

色申告書を提出する法人が、一定の資産の取得等をし、

国内にあるその法人の事業の用（貸付用を除く）に供

した場合には、事業供用した日を含む事業年度におい

て特別償却または税額控除のいずれかを選択すること

ができます。

⑵　適用対象資産
　この制度の対象となる資産は「特定機械装置等」で

す。

　産業競争力強化法の改正法では、投資利益率15％

以上、投資規模35億円（中小企業者等は5億円）以上

などの要件を満たす設備等を「特定生産性向上設備等」

と定義しています。

　「特定機械装置等」は、生産等設備を構成する一定

の規模以上の機械装置、工具、器具備品、建物、建物

附属設備、構築物及びソフトウェアで、産業競争力強

化法の改正法の施行日から令和11年3月31日までの

間に経済産業大臣の確認を受けた「特定生産性向上設

備等」をいいます。

⑶　優遇措置
　特別償却は、特定機械装置等について普通償却限度

額との合計で、その取得価額までの特別償却（即時償

却）をすることができます。

　税額控除は、建物と建物附属設備及び構築物につい

てはその取得価額の4％、それ以外の特定機械装置等

についてはその取得価額の7％を、法人税から控除す

ることができます。税額控除は当期の法人税額の

20％が上限となり、控除限度超過額については3年間

の繰越しができます。

　Ⅱ　中小企業投資促進税制

⑴　制度の概要
　この制度は、中小企業の設備投資を支援するための

制度で、令和9年3月31日まで適用されます。制度の

対象者は青色申告書を提出する中小企業者などで、期

間内に新品の機械装置などの取得や製作をして、国内

にある指定事業の用に供した場合に、事業供用した日

を含む事業年度において、特別償却または税額控除の

いずれかを選択することができます。

　中小企業者とは、資本金の額または出資金の額が1

億円以下の法人で一定のものと、資本または出資を有

しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人

以下の法人で一定のものをいいます。ただし、3年間

の所得金額の平均額が15億円を超える法人など、適

用除外となる事業者があります。

⑵　適用対象資産
　この制度の対象となる資産は次頁表のとおりです。
機械装置については、コインランドリー業のうち主要

な事業以外のもので、その管理のおおむね全部を他の

者に委託するものは除かれます。

⑶　優遇措置
　特別償却は、基準取得価額の30％相当額の特別償

却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。基準取

得価額は、船舶については、その取得価額に75％を

乗じた金額、その他の資産については取得価額をいい

ます。

　税額控除は、基準取得価額の7％を法人税から控除

新制度も追加！新制度も追加！
設備投資に関する税制設備投資に関する税制
　令和８年度税制改正で、「特定生産性向上設　令和８年度税制改正で、「特定生産性向上設
備等投資促進税制」が創設されました。設備備等投資促進税制」が創設されました。設備
投資に関する優遇措置には、「中小企業投資促投資に関する優遇措置には、「中小企業投資促
進税制」や「中小企業経営強化税制」など複数進税制」や「中小企業経営強化税制」など複数
の制度がありますので、それぞれの特徴をみの制度がありますので、それぞれの特徴をみ
ていきます。ていきます。
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することができます。ただし、当期の法人税額の

20％が上限となり、控除限度超過額については1年間

の繰越しができます。

　Ⅲ　中小企業経営強化税制

⑴　制度の概要
　この制度は、経営力向上を図る中小企業の設備投資

を後押しするために、平成29年度税制改正で創設さ

れた制度です。

　制度の対象者は、青色申告書を提出する中小企業者

等のうち、中小企業等経営強化法の認定（特定認定）

を受けた者です。令和9年3月31日までに特定認定に

係る特定経営力向上計画に記載された新品の特定経営

力向上設備等の取得や製作などをして、国内にある指

定事業の用に供した場合に、事業供用した日を含む事

業年度において、特別償却または税額控除のいずれか

を選択することができます。

⑵　適用対象資産
　この制度の対象となる資産は下表のとおりです。た
だし、コインランドリー業のうち主要な事業以外のも

ので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するも

のと、暗号資産マイニング業の用に供するものは除か

れます。

⑶　優遇措置
　特別償却は、取得価額から普通償却限度額相当額を

控除した金額を限度に償却をすることができます（即

時償却）。ただし、一定の資産については、取得価額

に一定の計算をして求めた基準取得価額が採られます。

　税額控除は、取得価額（または基準取得価額）の7％

または10％を法人税から控除することができます。

ただし、当期の法人税額の20％が上限となり、控除

限度超過額については1年間の繰越しができます。

表　設備投資に関する税制のまとめ

名称 対象 対象資産 措置内容※５ 税額控除
の繰越　 備考

Ⅰ�　特定生産性向上設
備等投資促進税制

全
法
人

機�械装置：１台又は１基の取得価額が160万円以上
工�具・器具備品：それぞれ１台又は１基の取得価額が120万円以上（※１）
建物：一の取得価額が1,000万円以上
建�物附属設備・構築物：それぞれ一の取得価額が120万円以上（※２）
ソフトウェア：一の取得価額が70万円以上

即時償却
7％又は4％
税額控除

３年間

産業競争力強化法の
生産性向上設備等の
うち投資計画に記載
された設備で一定額
以上のもの

Ⅱ�　中小企業投資促進
税制

（中小企業者等が機械
等を取得した場合の特
別償却又は税額控除）

中
小
企
業
者
等

機�械装置：1台又は１基の取得価額が160万円以上
測�定工具・検査工具：1台又は１基の取得価額が120万円以上（※３）
ソフトウェア：一の取得価額が70万円以上（※４）
車両運搬具・船舶：一定のもの

30％特別償却（※6）

7％税額控除（※７）
１年間

Ⅲ�　中小企業経営強化
税制

（中小企業者等が特定
経営力向上設備等を取
得した場合の特別償却
又は税額控除）

中
小
企
業
者
等

機�械装置：1台又は1基の取得価額が160万円以上
工�具・器具備品：それぞれ1台又は1基の取得価額が40万円以上
ソフトウェア：一の取得価額が70万円以上
建物附属設備：一の取得価額が60万円以上

即時償却
７％又は10％
税額控除

１年間

中小企業等経営強化
法における特定経営
力向上計画の認定を
受けた特定事業者等

建�物・その附属設備：一の取得価額が1,000万円以上

15％又は25％
特別償却
1％又は2％
税額控除

※１　それぞれ１台又は１基の取得価額が40万円以上、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む
※２�　建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む
※３　１台又は１基の取得価額が40万円以上、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む
※４　その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものを含む
※５　税額控除は、法人税額の20％相当額が上限
※６　船舶は取得価額に75％を乗じた金額
※７　個人事業主と資本金3,000万円以下の中小企業等が対象

　7月より、民間企業の法定雇用率は2.7％（従来2.5％）
へ引き上げられます。また、対象範囲も常用労働者
37.5人以上（従来40人以上）の事業主へ拡大するため、
担当者は早めの備えが必要です。
　まずは常用労働者数と実雇用率を点検しましょう。不
足が見込まれる場合は、業務の棚卸しや職務再設計、

採用計画の策定、受入部署の環境整備を進めることが
肝要です。定着支援の観点からは、合理的配慮の提供
や相談体制の整備、産業保健センター等の外部資源と
の連携体制を構築していくとよいでしょう。
　なお、障害者雇用納付金（常用雇用労働者数100人超
の事業主が対象）は、令和8年度分の算定において、6
月までは2.5％、7月以降は2.7％の基準で算出されます。
ハローワーク等の支援や助成金等も活用し、計画的に雇
用管理体制を整えていきましょう。

7月の労務 ピックアップ 
法定雇用率引上げへの対応 法定雇用率引上げへの対応 

（障害者雇用）（障害者雇用）
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毎月ほぼ同量購入する 毎月ほぼ同量購入する 
収入印紙収入印紙
　消耗品やこれに準ずる棚卸資産の取得に要し
た費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属
する事業年度の損金の額に算入するのが原則で
す。しかし、法人が事務用消耗品や作業用消耗
品、包装資材などの棚卸資産で、各事業年度に
おおむね一定数量を取得し、かつ経常的に消費
するものは、取得に要した費用の額を継続して
その取得をした日の属する事業年度に経費とし
て計上している場合は、損金の額に算入するこ
とができます。
　ただし、収入印紙はこの取扱いが認められま
せん。収入印紙は印紙税の納付や国が行う事務
の手数料の支払いなどの際に用いられるもので、
一種の証票であり棚卸資産には該当しないもの
と考えられます。そのため、期末に未使用分を
貯蔵品として資産計上する必要があります。

税務の豆知識  
� 配当の支払いと源泉所得税� 配当の支払いと源泉所得税

　会社が利益剰余金を処分するために、配当等
を支払うことがあります。配当等を支払う際には、
一定の場合を除き、次の区分の税率により所得
税及び復興特別所得税を徴収して納付する必要
があります。

　①　上場株式等の配当の場合
　　　源泉徴収税率は 15.315％（支払いを受け 
　　　る者が居住者の場合は他に住民税 5％）
　②　上場株式等以外の配当の場合
　　　源泉徴収税率は 20.42％

　源泉徴収した税金は、配当等の支払いをした
日の翌月 10 日までに納付をします。なお、配当
等の支払いが確定した日から 1 年を経過した日
までに支払いがない場合は、1 年を経過した日
に支払いがあったものとして源泉徴収を行うこ
とになっています。

企業グループ間の取引に係る書類保存の特例

　内国法人が「関連者」との間で「特定取引」を行った

場合、注文書や契約書、見積書などの書類に、その取

引に関する資産または役務の提供の明細、対価の額の

計算の明細といった、その取引に係る対価の額を算定

するために必要な事項の記載や記録がないときは、そ

の内容を明らかにする書類を取得または作成して、保

存をする必要があります。これを、「企業グループ間

の取引に係る書類保存の特例」といい、令和8年度税

制改正で創設されました。

　ここで関連者とは、持株関係や実質的支配関係、ま

たはそれらが連鎖する関係をいいます。持株関係は、

いわゆる「親子関係」として二の法人のいずれか一方

が他方の法人の発行済株式等の50％以上の株式等を

直接または間接に保有する関係や、いわゆる「兄弟関係」

として二の法人が同一の者によってそれぞれその発行

済株式等の50％以上の株式等を直接または間接に保

有される関係をいいます。実質的支配関係は、他方の

法人の役員の2分の1以上または代表権を有する社員

が一方の法人の役員や使用人を兼務しているなどのよ

うに、二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の

事業の方針を実質的に決定できる関係をいいます。

　対象となる特定取引は、①特許権や商標権、工業所

有権、著作権、プログラムの著作物などの譲渡または

貸付けと、②研究開発や広告宣伝、システムの使用料、

経営指導や情報提供などのような役務の提供が対象に

なります。

　この制度が創設されたのは、企業グループ間の取引

については、恣意的な支払額の調整が行われやすく、

法人の経費の支払額が適正なものであるかの確認が十

分にできないことが背景にあるようです。書類の保存

が適切に行われていない場合は、青色申告の承認の取

消事由等になります。


